
向
上
に
使
わ
れ
ま
す
。

●
発
売
期
間　
10
月
１
日（
月
）
～

10
月
23
日（
火
）ま
で

●
抽
選
日　
10
月
30
日（
火
）

●
当
選
金　
１
等
３
億
円
×
９
本

　
　
１
等
前
後
賞
１
億
円
×
18
本

障
害
者
委
託
訓
練
生
の
募
集

●
訓
練
内
容　
農
業
・
調
理
・
加
工

等
の
実
習
や
パ
ソ
コ
ン
の
基
本
操
作

●
訓
練
期
間　
平
成
30
年
12
月
４
日

（
火
）～
平
成
31
年
２
月
28
日（
木
）

●
募
集
期
間　
10
月
９
日（
火
）
～

11
月
２
日（
金
）

●
定
員　
７
人

●
問
合
せ　
最
寄
り
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク（
参
考
：
鹿
屋
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
）

☎
０
９
９
４
ー
42
ー
4
１
３
５

自
衛
官
の
募
集
に
つ
い
て

防
衛
大
学
校
学
生（
一
般
）

●
受
付
期
間　
９
月
５
日（
水
）
～

９
月
28
日（
金
）

●
試
験
期
日

一
次
＝
11
月
３
日（
土
）・
４
日（
日
）

二
次
＝
12
月
11
日（
火
）～
15
日（
土
）

防
衛
医
科
大
学
校
医
学
科
学
生

●
受
付
期
間　
９
月
５
日（
水
）
～

９
月
28
日（
金
）

●
試
験
期
日

一
次
＝
10
月
27
日（
土
）・
28
日（
日
）

二
次
＝
12
月
12
日（
水
）～
14
日（
金
）

防
衛
医
科
大
学
校
看
護
学
科
学
生

●
受
付
期
間　
９
月
５
日（
水
）
～

ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
し
よ
う
。

・
路
肩
ま
で
草
刈
り
を
行
い
、
路
面

と
側
溝
等
と
の
境
界
を
把
握
で
き

る
よ
う
に
し
よ
う
。

・
機
械
の
詰
ま
り
を
取
り
除
く
際
は
、

機
械
の
動
作
が
静
止
し
て
か
ら
取

り
除
こ
う
。

・
こ
ま
め
に
水
分
補
給
を
行
い
、
熱

中
症
に
気
を
つ
け
よ
う
。

・
も
し
も
の
備
え
に
労
災
保
険
に
加

入
し
よ
う
。

全
国
一
斉
！

法
務
局
休
日
相
談
所

●
日
時　

10
月
７
日（
日
）
10
時
～

16
時
ま
で

●
場
所　
鹿
児
島
地
方
法
務
局

●
無
料
相
談
会　
10
時
～
16
時

●
セ
ミ
ナ
ー　
13
時
30
分
～
14
時
40
分

●
事
前
予
約　

相
談
は
予
約
制
、

セ
ミ
ナ
ー
は
申
込
制
と
な
り
ま
す

の
で
10
月
５
日
ま
で
に
お
申
込
み

く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ　
鹿
児
島
地
方
法
務
局

☎
０
９
９
‐
２
５
９
‐
０
６
６
７

ハ
ロ
ウ
ィ
ン
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く

じ
の
販
売
に
つ
い
て

　

宝
く
じ
の
収
益

金
は
、
市
町
村
の

住
み
よ
い
ま
ち
づ

く
り
や
環
境
対
策
、

高
齢
化
対
策
な
ど

地
域
住
民
の
福
祉

（
８
月
１
日
付
）

総
務
課
長
兼
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
長

髙
崎  

満
広

政
策
企
画
課
長

新
田　

敏
郎

教
育
課
長
兼
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
所
長

大
寺　

和
久

支
所
長
兼
住
民
生
活
課
長
兼
選
挙
管
理
委
員
会

事
務
局
次
長

舞
原　

利
博

産
業
振
興
課
長

今
熊　

武
朗

観
光
交
流
課
主
事
兼
選
挙
管
理
委
員
会
書
記

壹
岐  

英
星

秋
の
農
作
業
事
故
ゼ
ロ
運
動

　
９
月
か
ら
10
月
は
、
稲
刈
り
や
さ

つ
ま
い
も
の
収
穫
、
野
菜
の
植
付
け

な
ど
農
作
業
が
忙
し
く
な
り
ま
す
。

　
農
作
業
事
故
を
起
こ
さ
な
い
よ
う

安
全
対
策
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

●
運
動
期
間　
９
月
１
日（
土
）
～

10
月
31
日（
水
）

●
運
動
ス
ロ
ー
ガ
ン

「
ま
ず
は
チ
ェ
ッ
ク
、

ワ
ン
ア
ク
シ
ョ
ン
で
農
作
業
安
全
」

●
啓
発
事
項

・
ト
ラ
ク
タ
に
安
全
フ
レ
ー
ム
を
装

着
し
、
運
転
時
に
は
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
、

お
知
ら
せ

錦
江
町
職
員
異
動

　
◎
な
ぜ
、
若
い
う
ち
か
ら
国
民

年
金
に
入
ら
な
い
と
い
け
な
い
の

で
し
ょ
う
か
？

　
長
い
人
生
、
事
故
や
病
気
な
ど

こ
の
先
な
に
が
起
こ
る
か
は
予
測

で
き
ま
せ
ん
。

国
民
年
金
は〝
今
〟
の
あ
な
た
も

支
え
て
い
ま
す
。

「
年
金
は
、
年
を
と
っ
て
か
ら
の

保
障
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」

＊
障
害
や
遺
族
に
対
す
る
保
障
も

あ
り
ま
す
。

●
国
民
年
金
加
入
中
に
病
気
や
け

が
で
障
害
を
負
う
な
ど
、
一
定
の

障
害
の
状
態
に
あ
る
間
は「
障
害

基
礎
年
金
」を
、
ま
た
、
万
一
ご
本

人
が
亡
く
な
っ
た
と
き
は
、
残
さ

れ
た
子
や
子
の
あ
る
配
偶
者
が「
遺

族
基
礎
年
金
」を
受
け
取
れ
ま
す
。

●
障
害
基
礎
年
金
、
遺
族
基
礎
年
金

を
受
け
取
る
た
め
に
は
、
病
気
や
け

が
が
発
生
し
た
日
の
前
々
月
ま
で
の

1
年
間
に
保
険
料
の
未
納
が
な
い
こ

と
等
、
一
定
の
納
付
要
件
を
満
た
す

こ
と
が
必
要
で
す
。

●
な
お
、
20
歳
に
な
る
前
の
病
気
や

け
が
で
一
定
の
障
害
の
状
態
に
あ
る

場
合
に
は
、
20
歳
に
な
っ
た
と
き
な

ど
か
ら「
障
害
基
礎
年
金
」
を
受
け

取
れ
ま
す
。（
こ
の
場
合
に
は
、
納

付
要
件
は
問
わ
れ
ま
せ
ん
。）

●
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
経
済

的
に
困
難
な
場
合
、
保
険
料
の
納
付

が「
免
除
」
ま
た
は「
猶
予
」
さ
れ
る

制
度
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
制
度
を
利

用
す
る
こ
と
で
、
将
来
の
年
金
受
給

権
の
確
保
だ
け
で
な
く
、
万
一
の
事

故
な
ど
に
よ
り
障
害
を
負
っ
た
と
き

の
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
を
確

保
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◎
年
金
相
談
は
予
約
制
で
す
。

　
年
金
の
相
談
や
お
手
続
き
の
際
に

お
客
様
を
お
待
た
せ
し
な
い
た
め
、
鹿

屋
年
金
事
務
所
で
事
前
に
、
相
談
予
約

を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。
連
絡
の
際

は
、
基
礎
年
金
番
号
の
わ
か
る
年
金
手

帳
や
年
金
証
書
を
準
備
く
だ
さ
い
。

☎
０
９
９
４
ー
42
ー
５
１
２
１

・
予
約
受
付
時
間

8
：
30
～
17
：
15（
平
日
）

年金だより　

「国民年金」って
なんのためにあるの？

住 民 税 務 課　☎ 0994-22-3039
住 民 生 活 課　☎ 0994-25-2511
鹿屋年金事務所　☎ 0994-42-5121
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